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2１．はじめに

◼ 実需給2年度前の容量停止計画調整は実需給期間前のリクワイアメントであり、調整不調電源と
なった電源は容量確保契約金額を減ずる場合がある。

◼ 本日は、調整不調電源に適用する容量確保契約金額の減額（以下、「調整不調ペナルティ」とい
う。）に関する扱いについて検討したのでご議論いただきたい。

※なお、本資料の記載例で用いている調整不調ペナルティ金額は説明の便宜上、金額の表示上の大きさを調整しており、実際の金額
規模とは異なっている



3２．調整不調電源における容量確保契約金額の減額の仕組み

◼ 実需給2年度前の容量停止計画調整の結果、調整不調電源に対して調整不調ペナルティを科す場
合、調整不調ペナルティ金額の確定後、既存の容量確保契約金額から差し引く形で容量確保契約
の契約変更を行う仕組みとしている。

◼ 契約変更以降の各種経済的ペナルティの算定等においては、変更後の容量確保契約金額をもとに
算定することとしている。

100億円
80億円

減額 20億円

実需給年度開始メインオークション 容量停止計画の調整

落札による契約※

以降の経済的ペナルティの算定や容量確保契約金額の
交付は契約変更後の容量確保契約金額が用いられる

※ 例としてメインオークション時点の契約単価は10,000円/kW、契約容量は100万kWとする

各月に分割交付

・・・

調整不調ペナルティ
金額の確定

契約変更
（容量確保契約金額）



4３．検討課題

◼ 現行の仕組みでは容量停止計画調整の結果、調整不調電源（A）と調整不調でない電源（B）
において、その後に生じる各種経済的ペナルティ金額が異なっているため、両者について一定の平仄
を合わせるために検討を行った。

調整不調電源（A） 調整不調でない電源（B）

容
量
確
保
契
約
金
額

メインオークション落札後の
容量確保契約金額※1 100億円 100億円

（調整不調ペナルティ金額） ▲20億円 ０億円

調整不調ペナルティ減額後の
容量確保契約金額

80億円 100億円

各
種
ペ
ナ
ル
テ
ィ

全量退出時の経済的ペナルティ金額※２

（）内：容量確保契約金額の減少額
8億円

（80億円）
10億円

（100億円）

実需給期間中のリクワイアメントにおける
経済的ペナルティの算定例

80億円 × 各種ペナルティレート 100億円 × 各種ペナルティレート

実需給期間中のリクワイアメントにおける
経済的ペナルティ金額の上限

88億円 110億円

※１ 例として電源（A）、電源（B）ともにメインオークションでの契約単価は10,000円/kW、契約容量は100万kWとする

※２ 退出ペナルティのペナルティ率を10％とした場合



5３．（参考）容量確保契約金額の算定について

容量確保契約約款 第7条 容量確保契約金額の算定 抜粋

容量確保契約約款 附則（2025 年 1 月 30 日改定）抜粋



6３．（参考）市場退出時の経済的ペナルティについて

容量確保契約約款 第13条 市場退出時の経済的ペナルティ 抜粋



7３．（参考）実需給期間中の経済的ペナルティについて

容量確保契約約款 第19条 実需給期間中の経済的ペナルティ 一部抜粋（安定電源）



8３．（参考）実需給期間中の経済的ペナルティの上限について

容量確保契約約款 第20条 実需給期間中の経済的ペナルティの上限 抜粋



9３．（参考）契約の変更について

容量確保契約約款 第25条 契約の変更 抜粋



10
４．検討の方向性
見直し案

◼ 容量市場における事業者の経済的ペナルティ金額の上限は、約定時点の契約における容量確保契
約金額の110％※１としている。

◼ 調整不調電源と調整不調でない電源において、各種経済的ペナルティを同等とするために、調整不
調ペナルティの扱いの見直しを行う。

◼ 見直し案として、契約変更は行うが各種ペナルティ等の算定には変更前の契約情報を用いる案
（案１）、調整不調ペナルティによる契約変更は行わず調整不調ペナルティ金額相当を請求する
案（案２）が考えられる。

100億円

80億円

減額 20億円

実需給年度開始メインオークション 容量停止計画の調整

落札による契約※２ 調整不調ペナルティ
金額の確定

※２ メインオークションでの契約単価は10,000円/kW、契約容量は100万kWとする

案
１

案
２

100億円

容量確保契約金額
交付時に減額相当の金額を請求

落札時（容量停止計画の調整前）の容量確保契約
金額を基に経済的ペナルティ等を算定

100億円

契約変更
（容量確保契約金額）

調整不調ペナルティ
金額20億円

調整不調ペナルティ
金額20億円

※１ 市場退出の場合も同様に容量確保契約金額の減少と退出ペナルティ（ペナルティ率10％）の合計が容量確保契約金額の110％相当となる
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４．検討の方向性
見直し案の比較

◼ 案１は現行と同様に契約変更を行うが、以下のデメリットがある。

➢ 契約変更前の契約情報をもとに経済的ペナルティ等の算定を行う必要

➢ 契約変更による事業者と市場管理者双方の業務負担

➢ 容量拠出金の算定までに「やむを得ない理由」と「異議申し立て」の審査を経た上で契約変更を終える必要

◼ 案２については、現行よりも業務負担が軽減することや、他の業務スケジュールへの影響を及ぼさな
いため、案２に見直すことでどうか。

見直し内容

案
1

契約変更は行うが各種ペナル
ティ等の算定には変更前の契
約情報を用いる

案
2

調整不調ペナルティによる契約
変更は行わず、調整不調ペナ
ルティ金額相当を請求する

契約変更手続きの業務負荷

• 変更契約をした後も契約変更前の契約情報も管理する必要があり、情
報管理の複雑性が増す

• 契約変更が生じるため、業務負担に加え、例えば実需給期間前にペナル
ティが確定した場合は、やむを得ない理由の審査期間が短くなることや、
審査が長期化することで容量拠出金の算定時期が遅延するなどの影響
を及ぼすことが考えられる

• 容量確保契約金額を変更しないため、経済的ペナルティや上限の算定が
分かりやすい

• 契約変更の金額確定や手続きを、容量拠出金の算定までに短期間で
行う必要がない



12４．（参考）ペナルティ確定までのスケジュール

容量市場実務説明会 容量停止計画の調整業務
（メインオークション及び長期脱炭素電源オークション共通）
（実需給年度の２年度前に行う容量停止計画の調整）
（対象実需給年度：2027年度）
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５．詳細設計
市場退出があった場合の調整不調ペナルティ金額

◼ 市場退出があった契約容量は、容量確保契約金額の減額と市場退出ペナルティを合わせると、「既に
最大の経済的ペナルティが発生したもの」と見做せるため、調整不調ペナルティ金額から、退出相当の
契約容量を控除した容量で、調整不調ペナルティ金額を再算定する。

◼ 最終的に事業者へ請求する調整不調ペナルティの金額は、実需給期間直前の市場退出表明期日
以降に確定する。

実需給年度開始メインオークション 容量停止計画の調整

落札による契約※ 調整不調ペナルティ
金額の確定

容量確保
契約金額
100億円

※ メインオークション時点の契約単価は10,000円/kW、契約容量は100万kWとする

100万kW

市場退出
▲20万kW

容量確保
契約金額
80億円

ペ
ナ
ル
テ
ィ
金
額
16

億
円

容量確保
契約金額
60億円

ペ
ナ
ル
テ
ィ
金
額
12

億
円

80万kW

（契約容量）

容量確保
契約金額
60億円

最終的な調整不調
ペナルティ金額の確定

60万kW

市場退出ペナルティ １億円
＝100億円×20万kW/100万kW×5％ 市場退出ペナルティ 2億円

＝80億円×20万kW/80万kW×10％

20万kW相当の調整不調ペナルティも含んでいると見做す

ペナルティ金額
12億円

請求

容量確保
契約金額
80億円

調整不調ペナルティ 12億円
＝16億円×60万kW/80万kW

ペ
ナ
ル
テ
ィ
金
額
12

億
円

市場退出
▲20万kW

控
除
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容量確保
契約金額
120億円

５．詳細設計
追加オークションで約定した場合の調整不調ペナルティ金額

◼ 追加オークションで約定した場合、追加契約となる容量に対しては 実需給2年度前の容量停止計画
調整のリクワイアメントは科されていないことから、調整不調ペナルティの対象としない。

◼ 最終的に事業者へ請求する調整不調ペナルティの金額は、契約容量が調整不調ペナルティ対象容
量未満となった場合に再算定し、実需給期間直前の市場退出表明期日以降に確定する。

実需給年度開始メインオークション 容量停止計画の調整

落札による契約※１ 調整不調ペナルティ
金額の確定

容量確保
契約金額
100億円

※１ メインオークションでの契約単価は10,000円/kW、契約容量は100万kWとする
※２ 追加オークションでの契約単価は20,000円/kW、追加契約容量は10万kWとする

100万kW

容量確保
契約金額
100億円

容量確保
契約金額
87.3億円

市場退出
▲30万kW

（契約容量）

容量確保
契約金額
87.3億円

最終的な調整不調
ペナルティ金額の確定

８0万kW

退出ペナルティ 3.3億円
＝120億円×30万kW/110万kW×10％

20万kW相当の調整不調ペナルティも含んでいると見做す

追加オークション

落札による契約※２

110万kW 調整不調電源の減額金額 16億円
＝20億円×80万kW/100万kW

10万kW約定

ペ
ナ
ル
テ
ィ
金
額
20

億
円

ペ
ナ
ル
テ
ィ
金
額
20

億
円

ペ
ナ
ル
テ
ィ
金
額
16

億
円

ペ
ナ
ル
テ
ィ
金
額
16

億
円

控
除

ペナルティ金額
16億円

請求
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５．詳細設計
調整不調電源の調整不調ペナルティについて

◼ 調整不調ペナルティは、原則※１として実需給期間中の容量確保契約金額の初回交付時に、容量
確保金額と相殺する形で請求/交付する。

◼ 調整不調ペナルティは実需給期間中の経済的ペナルティの上限に定められる年間上限額の対象とし
て扱う。ただし、月間上限額の対象外※２とする。

※１ 需給の開始直前に作業停止量が増加する等により、「やむを得ない理由」と「異議申し立て」の審査に時間を要した場合は、
  容量確保契約金額の初回交付時とならない場合がある
※２ 請求対象月の需給状況によらないペナルティであるため月間上限額の適用はしない



16６．まとめ

◼ 調整不調電源となった電源と、調整不調でない電源において、その後に生じる経済的ペナルティの扱
いが異なる仕組みとなってたことから、両者について一定の平仄を合わせるために、調整不調電源に適
用する容量確保契約金額の減額の扱いについて整理を行った。

◼ 今回の整理を容量確保契約約款に反映後、全ての電源を対象に適用することを考えている（既に
現行の仕組みによる契約変更分は対象としない）。
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